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米国関税・物価高騰への対策に係る庁内情報連絡会議の開催について 

 

令和７年６月２６日 

政策統轄課 

 

米国関税・物価高騰に対して部局を超えた全庁で対策するため、庁内情報連絡会議を開催しま

した。 

 

１ 日時 

令和７年６月２０日（金） 

午前９時３０分から午前９時５０分まで 

 

２ 場所 

第４応接室 

 

３ 出席者 

知事、統轄監 

政策統轄総局長、令和の改新戦略本部長、福祉保健部長、子ども家庭部長、 

生活環境部長、商工労働部長、農林水産部長 

 

４ 会議結果の概要 

  ・米国関税・物価高騰対策に関連する令和７年度当初予算及び６月補正予算（先議分）が適

時適切に執行できるよう、事業者のフォローアップを徹底するなど今後の対応を確認し

た。 

  ・関税交渉や物価高騰の動向及び世界情勢を注視するとともに、地域経済や県民生活への影

響を適宜把握し、難局を乗り越えるため庁内一丸となって対応することを確認した。 

・国の動きや県民生活等への影響を踏まえ、必要に応じて躊躇無く追加の対策を実施するこ

とを確認した。 

 

【参考】県予算の主な対応状況 

＜県民の暮らし支援＞ 

○家計負担激変緩和対策（当初、６月補正）  

○子ども食堂運営費高騰対策（当初、６月補正） 

○医療・社会福祉・保育施設等物価高騰支援（当初） 

○私立学校等物価高騰支援（当初） ○県立学校光熱費高騰支援（当初） 

＜事業者支援＞ 

○交通事業者物価高騰支援（当初） ○生産者への肥料価格高騰分支援（当初）  

○和子牛繁殖農家への飼料高騰分支援（当初） ○畜産農家への飼料高騰分支援（当初）  

○指定管理施設物価高騰支援（当初） 

○米国関税対策のための緊急融資（６月補正） ○米国高関税業種対策緊急支援（６月補正） 

○米国高関税政策下における海外販路・サプライチェーン再構築緊急支援（６月補正） 

○ＬＰガス料金高騰対策（６月補正） ○特別高圧電力料金高騰対策（６月補正） 

○畜産経営安定緊急対策（６月補正）  

  ＜その他＞ 

○物価高騰等緊急対応調整費（当初） 
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広域的地域活性化基盤整備計画（二地域居住関連）の変更について 
 

令和７年６月２６日 

政策統轄課 

１ 趣旨・背景 

   「広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律」（通称「二地域居住促進法」、令和６年

１１月１日施行）に基づき、県が「広域的地域活性化基盤整備計画」を策定し、市町村が「特

定居住促進計画」に具体的な施策を盛り込むことで、二地域居住者向けの住まい・なりわいに

関連する拠点施設を整備する事業などに交付金等が活用できるようになる。本県では、江府町

を対象にした「鳥取県広域的地域活性化基盤整備計画」（以下「県計画」という。）を令和７年

３月１３日に策定している。 

この度、北栄町を対象市町村に追加するため、令和７年６月１９日に県計画を変更したので

報告する。 

 

２ 県計画の内容 

（１）計画概要 

鳥取県は少子高齢化、転出超過といった人口減少によって地域の産業や社会の担い手確保な

ど喫緊の課題がある。一方、都市部住民においてはテレワークの増加など働き方が大きく変わ

る中、ライフスタイルや価値観の変容、暮らしがもたらす心の潤いなどを求め地方に拠点を持

つことに関心を示す者もいる。県は市町村と連携し二地域居住をはじめとする関係人口を呼び

込む積極的な取組を展開すると共に、仕事・学び・趣味・ボランティア等の多様な形で鳥取県

に関わる人々の輪を広げ、新たな賑わい創出や地域の活性化に繋げていく。 

（２）対象市町村 江府町、北栄町 

（３）計画期間  令和７年度から令和１１年度 

（４）主な記載内容（北栄町） 

特定居住重点地区 特定居住拠点施設 

北栄町由良地区（約 89ha） 【宿泊施設】 

・由良宿駅前宿泊施設（施設誘致） 

・由良宿民泊施設（創業支援） 

・鳥取中央育英高校学生寮（整備） 

【交流施設】 

・図書館コワーキングスペース（整備） 

・中央公民館大栄分館（整備） 

・青山剛昌ふるさと館（整備） 

＜参考＞北栄町特定居住促進計画案の概要 

○基本方針 二地域居住者と住民が“つながり”“まなび”“実践する”まちづくり 

○期待する二地域居住者 

暮らしを楽しむ方、自身の関心・スキル・ネットワークを活かして地域に参加し交流を深

める方、将来的に移住につながる方等 

○特定居住重点地区内の主な取組内容 

・二地域居住者の住まい・なりわい・つながりづくりや移住定住への相談対応 

・二地域居住者への継続的な情報提供や北栄町内及び都市圏での交流機会の創出 

・二地域居住者と地域住民とのつなぎや交流イベント等の開催を担うコミュニティマネー 

ジャーの設置 

・鳥取中央育英高校における地域外からの生徒受入れや地域資源を活かした魅力化づくり 

 

３ これまでの動きと今後のスケジュール（予定） 

４月１５日 北栄町二地域居住等促進協議会委員会で、北栄町特定居住促進計画案を審議

（北栄町） 

５月中   北栄町特定居住促進計画案に係るパブリックコメントを実施（北栄町） 

６月 ９日 北栄町に県計画の変更に対する意見聴取を実施（県） 

６月１９日 県計画を変更（県） 

６月下旬  北栄町特定居住促進計画を策定（北栄町） 
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【参考】 

１ 法律の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 計画制度の全体像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
国土交通省の資料より 
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